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前
回
の
正
解
は

中
立
売
御
門
で
す
。

　

多
数
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

京
都
御
苑
の
四
周
に
は
九
つ
の

武
家
風
の
高
麗
門
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
う
ち
幕
末
に
建
て
ら
れ

　

正
解
者
の
中
か
ら
、
抽
選
で
３

名
の
方
に
記
念
品
を
差
し
上
げ

ま
す
。

　

は
が
き
に
、
答
え
と
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
本
紙
へ
の
感
想

等
（
感
想
は
紙
面
で
掲
載
の
場

合
あ
り
）
を
ご
記
入
の

う
え
、
〒
602
―
８
５
１

１　

上
京
区
役
所
「
か

み
ぎ
ょ
う
」
係
ま
で
。

締
切
り
は
３
月
31
日

（
消
印
有
効
）。

て
か
ら
移
築
し
て
い
な
い
の
は

中
立
売
御
門
と
今
出
川
御
門
だ

け
で
す
。
そ
の
他
の
門
は
明
治

初
年
の
公
園
化
に
よ
り
石
垣
が

築
か
れ
た
時
に
動
い
て
い
ま
す
。

　

中
立
売
御
門
か
ら
は
大
文
字

山
が
真
正
面
に
見
え
ま
す
。

（
い
）

ヒント　
三千家の一つです。

ここはここは
　どこ？　どこ？

第204回

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
の
方
が

所
有
さ
れ
て
い
る
資
産
の
評
価
の

確
認
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
固

定
資
産
（
土
地
、
家
屋
）
の
価
格

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

期
間
・
時
間　

４
月
１
日
〜
４
月

30
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

類
（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証

等
））

○
相
続
人
：
戸
籍
謄
本
等
、
本
人

確
認
書
類

○
代
理
人
：
委
任
状
、
本
人
確
認

書
類

審
査
の
申
出　

固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
場
合
、
４
月
１
日
か
ら
納

税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
後

60
日
ま
で
の
間
に
、
固
定
資
産
評

縦
覧
で
き
る
方　

そ
の
区
の
固
定

資
産
税
の
納
税
者
（
土
地
の
納
税

者
は
土
地
の
、
家
屋
の
納
税
者
は

家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
ま

す
）
及
び
そ
の
相
続
人
、
納
税
管

理
人
及
び
こ
れ
ら
の
代
理
人

場
所　

資
産
所
在
地
の
区
役
所
・

支
所

縦
覧
に
必
要
な
も
の

○
納
税
者
：
納
税
通
知
書
（
お
持

ち
で
な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
書

価
審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
出
が

で
き
ま
す
。

　

受
付
窓
口
は
、
資
産
所
在
地
の

区
役
所
・
支
所
の
固
定
資
産
税
課
又

は
課
税
課
固
定
資
産
税
担
当
で
す
。

問
＝
固
定
資
産
税
課
（
☎
441
・
５

０
９
２
、
441
・
５
０
８
６
、
プ
レ

ハ
ブ
棟
２
階
⑭
番
窓
口
）
又
は
資

産
所
在
地
の
区
役
所
・
支
所
の
固

定
資
産
税
課
若
し
く
は
課
税
課
固

定
資
産
税
担
当

固
定
資
産
税
評
価
額
の

縦
覧
に
つ
い
て

引っ越しの季節です。各種手続きをお忘れなく!

引
っ
越
し
に
伴
う
各
種
手
続
き

届出の種類 届出期間 必要なもの 窓口
住所の異動 市外から転入 住所を定めた日

から14日以内
印鑑・転出証明書 本人確認書類（本人・世帯

主以外は委任状と委任を
受けた方の本人確認書類）

市民窓口課窓口担当（☎441-5057）
市内で異動 印鑑 新住所地の区役所・支所市民窓口課、出張所
市外へ転出 転出日まで 市民窓口課窓口担当（☎441-5057）
※住民基本台帳カードをお持ちの方は市民窓口課窓口担当（☎441-5057）にお問い合わせください。
※外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書（切り替えがまだの方は旧制度の外国人登録証明書）が必要です。

印鑑登録 市外へ転出される場合は、転出届により自動的に抹消。新住所地の担当課で新規に登録してください。なお、市内での
異動の場合は、引き続き同じ印鑑登録証が使用できますので手続きは必要ありません。

国民年金 加
入
者
市外から転入 住所を定めた日

から14日以内 印鑑・年金手帳など 保険年金課保険給付・年金担当（☎441-5138）
市外へ転出 新住所地の年金担当課

受給者 住所を定めた日から14日以内に新住所地所管の年金事務所へ住所変更届を送付（届出用はがきは新住所
地の年金担当課にあります）

第３号被保険者の住所変更の場合は、配偶者の勤務先へ
国民健康保険 市外から転入 住所を定めた日

から14日以内
印鑑・本人確認書類など 保険年金課資格担当（☎441-5130）

市内で異動 印鑑・本人確認書類・被保険者証 新住所地の区役所・支所保険年金課
市外へ転出 保険年金課資格担当（☎441-5130）

介護保険
（65歳以上の方、
被保険者証をお
持ちの方）

市外から転入 住所を定めた日
から14日以内

印鑑・受給資格証明書（前住所地で要介護
認定を受けていた方） 福祉介護課介護保険担当（☎441-5106）

市内で異動 印鑑・被保険者証・各種減額証（お持ちの
方）

新住所地の区役所・支所福祉介護課
市外へ転出 福祉介護課介護保険担当（☎441-5106）

後期高齢者医療
（75歳以上の方、
被保険者証をお
持ちの方）

市外から転入 住所を定めた日
から14日以内

印鑑・後期高齢者医療被保険者証・負担区
分証明書 保険年金課資格担当（☎441-5130）

市内で異動 印鑑・後期高齢者医療被保険者証など 新住所地の区役所・支所保険年金課
市外へ転出 保険年金課資格担当（☎441-5130）

※次の制度については、各担当課へお問い合わせください。
●乳幼児健診⇒健康づくり推進課母子・精神保健担当（☎432-3221）へ　●特定疾患医療⇒健康づくり推進課成人保健・医療担当（☎432-3221）へ
●児童扶養手当⇒支援保護課支援第一担当（☎441-5119）へ　●特別障害者手当・特別児童扶養手当⇒支援保護課支援第二担当（☎441-5121）へ
●福祉医療（老人・重度心身障害者・母子家庭等・子ども）・児童手当・敬老乗車証⇒福祉介護課福祉担当（☎441-5103）へ
＜大型ごみ＞申込みから収集まで１週間程度かかりますので、申込みはお早めに。　　料金＝有料　　※次に掲げるものは大型ごみとして収集でき
ません。テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はリサイクルの対象であるため、販売店に引取
りを依頼するか、郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所へ持ち込んでください。　　受付時間＝毎日　午前９時～午後５時　　
申込み＝大型ごみ受付センター（フリーダイヤル0120-100-530（通話料無料）、携帯電話からは☎0570-000-247（通話料有料））。なお、申込み
以外の問合せは生活環境美化センター（☎691-9376）まで
＜水道＞お引っ越し等で水道の使用を開始又は中止される時は、あらかじめ（およそ一週間前までに）ご連絡をお願いします。
連絡先＝一条通以北にお住まいの方は北営業所（☎462-3251、FAX463-4826）、一条通以南にお住まいの方は丸太町営業所（☎841-9146、
FAX801-9627）まで

証
明
書

証明書の種類 必要なもの 窓口
戸籍など 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄

本、戸籍附票の写し
本人確認書類（直系親族以外は委任状と委
任を受けた方の本人確認書類） 本籍地の区役所・支所市民窓口課、出張所

住民票など 住民票の写し、住民票記載事項
証明

本人確認書類（同一世帯の家族以外は委任
状と委任を受けた方の本人確認書類）

市内すべての区役所・支所の市民窓口課、
出張所、証明書発行コーナー

印鑑登録証明書 印鑑登録証
各種税証明 所得証明、課税証明、評価証

明、納税証明（市・府民税、法
人市民税、固定資産税）

本人確認書類（本人以外の場合は委任状と
委任された方の本人確認書類。法人の場合
は、請求に来られる方の本人確認書類と代
表者印）、納税通知書又は領収書（住宅用家
屋証明を除く）

納税証明（軽自動車税） 市内すべての区役所・支所の市民税課（課税課）
住宅用家屋証明 物件所在地の区役所・支所の市民税課（課税課）

※本人確認書類…運転免許証、パスポート、健康保険証など

　

生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬

は
、
狂
犬
病
予
防
法
に
よ
り
、

年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
と

生
涯
一
度
の
登
録
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
犬
を
飼
っ
て

お
ら
れ
る
方
は
、
ご
都
合
の
い

い
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
日
曜
日
に
も
実
施
し
ま
す
。

○
料
金

登
録
が
ま
だ
の
方　

 

６
千
900
円

登
録
済
み
の
方　

 

３
千
300
円

○
会
場
へ
お
越
し
の
際
は
引
き

綱
を
付
け
、
犬
を
制
止
で
き
る

方
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
フ
ン
は
必
ず
始
末
す
る
な

ど
、
他
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
鑑
札
と
注
射
済
票
は
必
ず
首

輪
に
付
け
て
く
だ
さ
い
。

○
犬
の
所
有
者
、
所
在
地
等
が

変
わ
っ
た
と
き
、
死
亡
し
た
と

き
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
に
届
け

て
く
だ
さ
い
。

問
＝
衛
生
課
（
☎
432
・
３
２
２

１
）

飼
い
犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射

の
お
知
ら
せ

平成25年度狂犬病予防注射実施日程（４月）
実施日 実施会場 時間
２日
（火）

室町小学校（西門）午後2時～3時
嘉楽中学校
 （西北門）

午後3時30分
 ～4時

３日
（水）正親小学校（西門）

午後2時
 ～2時45分

新町小学校（東門）午後3時15分 ～4時
４日
（木）

二条城北小学校
 （東南門）

午後2時
 ～2時45分

乾隆小学校
 （体育館前）

午後3時15分
 ～4時

５日
（金）仁和小学校（東門）

午後2時
 ～3時30分

８日
（月）

元聚楽小学校
 （東門）

午後2時
 ～2時45分

京都まなびの街　
生き方探究館
（西北門）（上京消防署西隣）

午後3時15分
 ～4時

９日
（火）

元待賢小学校
 （西北門）

午後2時
 ～2時30分

元春日小学校
 （体育館前）

午後3時
 ～3時30分

10日
（水）翔鸞小学校（東門）午後2時～3時

11日
（木）

京極小学校（北門）午後2時～3時
みつば幼稚園
 （北側通用門）

午後3時30分
 ～4時

14日
（日）

西陣中央小学校
 （大宮通側東門）

午後2時
 ～3時30分

古
紙
・
古
着
を
回
収
し
て

い
ま
す
。

　

京
都
市
の
ご
み
量
を
ピ
ー
ク
時

の
半
分
以
下
ま
で
減
ら
す
と
い
う

目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
本
市
で

は
多
く
の
資
源
物
の
回
収
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

区
役
所
で
は
月
２
回
、
古
紙
類

と
古
着
類
の
臨
時
回
収
を
し
て
い

ま
す
。
回
収
日
時
は
次
の
と
お
り

で
す
。

日
時　

毎
月
第
２
・
第
４
水
曜
日

午
前
８
時
30
分
〜
正
午
ま
で

回
収
品
目　

古
紙
類
（
新
聞
・
雑

誌
・
書
籍
・
段
ボ
ー
ル
・
雑
が

み
）
古
着
類
（
古
着
・
古
布
）

問
＝
上
京
エ
コ
ま
ち
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（
☎
366
・
０
７
７
６
、
１
階
㉒

番
窓
口
）

エ
コ
ま
ち

エ
コ
ま
ち

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

だ
よ
り

だ
よ
り


















































フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
〜
乳
幼

児
さ
ん
向
け
グ
ッ
ズ
大
集
合
！
〜

　

子
育
て
サ
ー
ク
ル
「
上
京
チ

ル
ド
ピ
ア
」
が
、
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
を
開
催
し
ま
す
。
乳
幼

児
用
品
を
中
心
に
、
衣
料
品
や

靴
、
お
も
ち
ゃ
、
絵
本
、
マ
タ

ニ
テ
ィ
用
品
な
ど
が
ず
ら
り
と

会
場
に
並
び
ま
す
。

　

出
品
者
の
マ
マ
さ
ん
た
ち
に

よ
り
、
丁
寧
に
保
管
さ
れ
て
い

た
品
物
が
、
新
た
な
行
き
先
を

待
っ
て
い
ま
す
。
掘
り
出
し
物

を
探
し
に
、
お
友
だ
ち
同
士
誘

い
合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
当
日
、
会
場
２
階
の
子

育
て
ル
ー
ム
で
自
由
開
放
も

行
っ
て
い
ま
す
。
お
買
い
物
の

後
に
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

４
月
18
日
（
木
）
午
前

10
時
30
分
〜
11
時
45
分

場
所　

元
聚
楽
小
学
校
１
階
図

書
室
（
堀
川
中
立
売
西
入
一
筋

目
下
る
）

内
容　

乳
幼
児
関
係
の
品
物

※
出
店
で
き
る
の
は
チ
ル
ド
ピ

ア
登
録
者
の
方
で
す
。

子
育
て
サ
ー
ク
ル
「
上
京
チ

ル
ド
ピ
ア
」
に
遊
び
に
来
ま

せ
ん
か

日
時　

毎
週
火
・
木
・
金
曜
日

午
前
10
時
〜
正
午

対
象　

３
歳
ま
で
の
子
ど
も
と

そ
の
保
護
者

場
所　

上
京
区
社
会
福
祉
協
議

会
２
階
プ
レ
イ
ル
ー
ム

問
＝
上
京
区
社
協
（
☎
432
・
９

５
３
５
、
元
聚
楽
小
学
校
内
）

暮
ら
し
の
行
政
困
り
ご
と
相
談

日
時　

４
月
９
日
（
火
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
所　

 

地
域
力
推
進
室
（
広
聴
担
当
）

（
校
舎
棟
１
階
㉓
番
窓
口
）

問
＝
京
都
行
政
評
価
事
務
所
（
☎
211
・
１
１
０
０
）

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
引
落
と

し
）
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
さ
れ

て
い
る
方
は
、
４
月
か
ら
平
成
25

年
度
保
険
料
の
仮
徴
収
が
始
ま
り

ま
す

　

平
成
25
年
２
月
に
平
成
24
年
度

保
険
料
を
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め

て
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
原
則

と
し
て
、
平
成
25
年
度
分
保
険
料

も
引
き
続
き
特
別
徴
収
に
よ
り
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

４
月
、
６
月
、
８
月
の
各
月

は
、
平
成
25
年
２
月
と
同
額
を
特

別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
き

（
仮
徴
収
）、
国
保
は
６
月
に
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
は
７
月
に
決

定
す
る
年
間
保
険
料
の
額
か
ら
仮

徴
収
額
を
除
い
た
額
を
10
月
、
12

月
、
平
成
26
年
２
月
の
３
回
に
分

割
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

（
本
徴
収
）。

　

口
座
振
替
に
よ
り
今
後
の
保
険

料
を
確
実
に
お
支
払
い
い
た
だ
け

る
方
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

　

本
市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

親
の
就
業
に
向
け
た
能
力
開
発
の

た
め
に
次
の
給
付
金
事
業
を
行
っ

て
い
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
。

○ 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
事
業

　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
及

び
父
子
家
庭
の
父
（
平
成
25
年
度

か
ら
）
が
厚
生
労
働
大
臣
指
定
教

育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、

受
講
費
用
の
20
％（
上
限
10
万
円
、

下
限
４
千
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
方
法　

必
ず
受
講
開
始
前
に

支
援
保
護
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

○ 

高
等
技
能
訓
練
促
進
費

等
事
業

　

市
内
在
住
の
母
子
家
庭
の
母
及

び
平
成
25
年
度
以
降
入
学
者
で
あ

る
父
子
家
庭
の
父
が
看
護
師
（
准

看
護
師
を
含
む
）、
介
護
福
祉

士
、
保
育
士
、
作
業
療
法
士
、
理

学
療
法
士
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科

技
工
士
の
資
格
取
得
の
た
め
、
法

　

こ
の
制
度
は
７
月
31
日
現
在
で

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
を
基
準

に
、
医
療
と
介
護
の
両
方
の
負
担

額
を
合
算
し
て
、
一
年
間
（
８
月

か
ら
翌
年
７
月
ま
で
）
に
掛
か
っ

た
負
担
額
の
う
ち
、
限
度
額
を
超

え
た
額
を
お
返
し
す
る
制
度
で

す
。

　

お
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
ご
加

入
の
医
療
保
険
・
介
護
保
険
そ
れ

ぞ
れ
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
ご
加
入
の
方
は

保
険
年
金
課
の
み
で
受
け
付
け
ま

す
。

問
＝
京
都
市
国
保
・
後
期
高
齢
者

医
療
に
ご
加
入
の
方
…
保
険
年
金

課
保
険
給
付
・
年
金
担
当
（
☎

441
・
５
１
３
８
、
プ
レ
ハ
ブ
棟
１

階
⑤
番
窓
口
）

　
　

介
護
保
険
に
ご
加
入
の
方
…

福
祉
介
護
課
介
護
保
険
担
当
（
☎

441
・
５
１
０
７
、
プ
レ
ハ
ブ
棟
２

階
⑮
番
窓
口
）

　

※
社
会
保
険
等
に
ご
加
入
の
方

は
加
入
先
の
医
療
保
険
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度
の

受
付
を
行
っ
て
い
ま
す

上
京
区
地
域
介
護
予
防
推
進
セ
ン
タ
ー　

各
種
教
室
の
ご
案
内

　

現
存
す
る
京
都
最
古
の
花
街
の

メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
上
七
軒
通
を

中
心
と
し
た
、
北
野
上
七
軒
界
わ

い
地
区
の
美
し
い
景
観
の
創
出
を

目
的
に
実
施
し
て
お
り
ま
し
た
電

柱
、
電
線
類
の
撤
去
及
び
復
旧
作

業
が
完
了
し
ま
し
た
。

完
成
日　

３
月
９
日
（
土
）

上
七
軒
通
の

無
電
柱
化
完
成
！
烏
丸
今
出
川
路
上
駐
輪

場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

放
置
自
転
車
が
あ
ふ
れ
、
歩
行

者
（
特
に
高
齢
者
や
身
体
に
障
害

の
あ
る
方
）
の
通
行
の
妨
げ
に

な
っ
て
い
る
烏
丸
今
出
川
交
差
点

の
歩
道
に
駐
輪
場
が
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

供
用
開
始
日　

平
成
25
年
３
月
下

旬
（
予
定
）

台
数　

自
転
車
の
み　

57
台
（
予

定
）

料
金　

２
時
間
ま
で
100
円
、
以
降

２
時
間
毎
50
円
（
最
初
の
30
分
は

無
料
、
24
時
間
最
大
500
円
）

場
所　

烏
丸
今
出
川
交
差
点

○ 「
こ
ろ
ば
ん
塾
」（
運
動
器
の
機

能
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
）（
全
12
回
）

日
時　

４
月
３
日
〜
６
月
26
日
の

毎
週
水
曜
日
午
後
１
時
30
分
〜
午

後
２
時
45
分（
５
月
29
日
は
休
み
）

会
場　

小
川
自
治
会
館

内
容　

ス
ト
レ
ッ
チ
、
下
肢
筋
力

向
上
・
バ
ラ
ン
ス
能
力
向
上
・
転

倒
予
防
運
動
、
体
力
測
定
、
講
話

な
ど

定
員　

10
名
程
度
（
先
着
順
）

○ 「
ひ
ら
め
き
塾
」（
認
知
症
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
）（
全
14
回
）

日
時　

４
月
５
日
〜
７
月
19
日
の

毎
週
金
曜
日
午
後
１
時
30
分
〜
２

時
45
分
（
５
月
３
日
・
24
日
は
休

み
）

　

軽
自
動
車
税
は
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
譲
渡
、
廃
棄
、
盗
難
等
に
よ

り
、
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動

車
等
を
現
在
所
有
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
４
月
１
日
（
月
）
ま
で

に
必
ず
廃
車
及
び
異
動
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
が
な
い
場

合
は
、
平
成
25
年
度
以
降
も
軽
自

動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
や
排
気
量
が

125
㏄
超
の
バ
イ
ク
の
場
合
で
、
転

出
や
譲
渡
に
よ
り
他
府
県
ナ
ン

バ
ー
に
変
更
す
る
時
は
、
転
出

（
譲
渡
）
先
の
運
輸
支
局
等
で
の

手
続
き
に
加
え
て
、
本
市
へ
の

「
税
の
廃
車
申
告
」
も
忘
れ
ず
に

原
動
機
付
自
転
車
、

軽
自
動
車
等
の
廃
車

申
告
等
は
お
早
目
に

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
、
保
険
年
金
課
へ

口
座
振
替
の
申
込
み
と
併
せ
て
納

付
方
法
の
変
更
を
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
保
険
年
金
課
へ
の
お
申
し

出
後
、
３
〜
４
か
月
後
に
特
別
徴

収
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
３
月
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す

　

70
〜
74
歳
の
方
で
一
部
負
担
金

の
割
合
が
「
１
割
」
の
方
（「
３

割
」
の
方
は
除
く
）
は
、
平
成
25

年
４
月
か
ら
「
２
割
」
負
担
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
25
年
４
月
〜
平

成
26
年
３
月
ま
で
、「
１
割
」
負

担
の
ま
ま
据
え
置
き
と
な
り
ま

す
。

問
＝
保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
☎

441
・
５
１
３
０
、
プ
レ
ハ
ブ
棟
１

階
⑦
番
窓
口
）

令
の
定
め
に
よ
る
養
成
機
関
で
２

年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業

す
る
場
合
に
、
２
年
を
上
限
と
し

て
修
業
期
間
の
全
期
間
（
平
成
23

年
度
以
前
の
入
学
者
は
上
限
な

し
。
平
成
24
年
度
入
学
者
は
上
限

３
年
）
に
市
民
税
非
課
税
世
帯
で

月
額
10
万
円
の
給
付
金
と
５
万
円

の
修
了
一
時
金
を
、
市
民
税
課
税

世
帯
で
月
額
７
万
500
円
の
給
付
金

と
２
万
５
千
円
の
修
了
一
時
金
を

支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
支
給
は
申
請
を
受
け
付

け
た
日
の
属
す
る
月
の
分
か
ら
支

給
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
定
期
的

に
在
籍
証
明
書
等
を
提
出
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
方
法　

受
講
開
始
後
に
支
援

保
護
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
＝
支
援
保
護
課
支
援
第
一
担
当

（
☎
441
・
５
１
１
９
、
プ
レ
ハ
ブ

棟
２
階
⑰
番
窓
口
）

会
場　

京
都
市
小
川
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

内
容　

認
知
症
に
つ
い
て
の
学
習

会
、
脳
ト
レ
ク
イ
ズ
、
ゲ
ー
ム
な

ど定
員　

10
名
程
度
（
先
着
順
）

※
い
ず
れ
も
要
介
護
状
態
以
外
で

区
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方
が
対

象
。
要
予
約
。
参
加
費
無
料
。

申
込
先　

上
京
区
地
域
介
護
予
防

推
進
セ
ン
タ
ー
（
☎
417
・
４
７
０

７
、
小
川
通
今
出
川
下
る
西
入
東

今
町　

京
都
市
小
川
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
内
）

問
＝
支
援
保
護
課
支
援
第
二
担
当

（
☎
441
・
５
１
２
１
）

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
・
問
合
せ

○
原
動
機
付
自
転
車
（
125
㏄
以
下

の
バ
イ
ク
及
び
ミ
ニ
カ
ー
）
及
び

小
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー
ク
・

リ
フ
ト
、
農
耕
作
業
用
の
も
の
な

ど
）
…
市
民
税
課
（
☎
441
・
５
０

６
８
）、
市
納
税
推
進
課
（
☎

213
・
５
４
６
７
）

○
３
輪
・
４
輪
の
軽
自
動
車
…　

軽
自
動
車
検
査
協
会
京
都
事
務
所

（
☎
671
・
０
９
２
８
）

○
125
㏄
超
250
㏄
以
下
の
バ
イ
ク

　

廃
車
し
た
と
き
：
京
都
府
軽
自

動
車
協
会
（
☎
691
・
６
５
１
６
）

　

廃
車
以
外
の
変
更
の
と
き
：
京

都
運
輸
支
局
（
☎
050
・
５
５
４

０
・
２
０
６
１
）

○
250
㏄
超
の
バ
イ
ク
…
京
都
運
輸

支
局
（
☎
050
・
５
５
４
０
・
２
０

６
１
）

五辻通五辻通

上七軒通
上七軒通

上七軒
歌舞練場
上七軒
歌舞練場

西方尼寺西方尼寺

本市無電柱化
整備箇所
本市無電柱化
整備箇所

御
前
通

御
前
通

七
本
松
通

七
本
松
通

問
＝
市
道
路
環
境
整
備
課
（
☎

222
・
３
５
７
０
）

問
＝
市
自
転
車
政
策
課
（
☎
222
・

３
５
６
５
）

烏丸今出川
路上駐輪場

京都御所京都御所

今出川通今出川通

烏
丸
通

烏
丸
通

地
下
鉄
烏
丸
線 

今
出
川
駅

地
下
鉄
烏
丸
線 

今
出
川
駅

同志社大学同志社大学

母
子
家
庭
等
自
立
支
援

給
付
金
事
業

国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度

か
ら
の
お
知
ら
せ

上七軒無電柱化整備箇所



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


